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給付金の上限額等が変更
　８月１日から、高年齢雇用継

続給付金の支給限度額や育児休

業給付金・介護休業給付金の「休

業開始時の賃金日額」の上限が

改正されました。この変更の結

果、従業員の方への支給額が変

更されることがあります。これ

を機会に、各給付金の支給額を

再確認しておきましょう。

①高年齢雇用継続給付の支給額
　（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）

②育児休業給付金・介護休業給付金の支給額

高年齢雇用継続給付の支給限度額

育児休業給付・介護休業給付の計算に
用いる休業開始時の賃金日額の上限

平成 25 年
7月 31 日まで

平成 25 年
8月 1日から

343,369 円

14,310 円

341,542 円

14,230 円

支給対象月の賃金が、60 歳時点の賃金の
月額  に比べ 61％未満に低下

支給対象月の賃金が、60 歳時点の賃金の
月額  に比べ 61％以上 75％未満に低下

支給対象月の賃金×15％

支給対象月の賃金×15％未満
の厚生労働省令で定める率

賃金の低下の割合　　　　　　　　　　　支　給　額

※ 60 歳時点の賃金の月額⇒高年齢再就職給付金の場合は、「基本手当受給

前の賃金の月額」を用います。

補足１）算定した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超

えるときは、｢支給限度額－支給対象月の賃金｣が支給されます。

補足２）算定した額が 1,848 円を超えないときは、その支給対象月には

支給されません。

原則：育児休業給付金 ⇒ 休業開始時の賃金の月額×50％
介護休業給付金 ⇒ 休業開始時の賃金の月額×40％

例外：休業中に事業主から賃金が支払われた場合

※休業開始時の賃金の月額…「休業開始時の賃金日額 × 支給日数〔原則 30 日〕」

のこと。

※この「休業開始時の賃金日額」の上限が、平成 25 年８月１日からは 14,230 円に

変更されました。

休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付金・介護休業給付金の額との合

計が、休業開始時の賃金の月額の 80％を超えないように、育児休業給付金・介

護休業給付金の額が調整されます。

これらの給付金の支給額の仕組みは複雑で
す。しかし、その仕組みを把握していれば、
労働者の総収入（給付金の額＋賃金）が減
らないようにして、賃金やこれに付随する
社会保険料の支出を軽減することも可能で
す。お気軽にご相談ください。
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こ
れ
か
ら
高
齢
期
・
退
職

期
に
あ
る
社
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対
す
る
情
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提
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は
、
よ
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ラ
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多
い
社
員
が
定
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退
職
後
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を
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て
く
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ケ
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多
い
よ
う

で
す
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こ
う
し
た
情
報
提
供

は
、
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・
退
職
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の
ト
ラ

ブ
ル
防
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に
も
役
立
ち
ま
す
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で
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さ
れ
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。

　

平
成
25
年
4
月
よ
り
、
厚

生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
が

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
伴
う
措
置
と
し
て
、

高
年
齢
者
の
雇
用
継
続
を
促

す
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改
正
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で
は
65
歳
ま
で

の
雇
用
継
続
が
想
定
さ
れ
て

お
り
、
継
続
雇
用
制
度
を
作

成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原

則
、
希
望
者
全
員
を
再
雇
用

す
る
制
度
と
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
一
部
例
外
と
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
）
。

　

さ
ら
に
、
政
府
は
す
で
に
、

「
70
歳
ま
で
働
け
る
企
業
」

の
普
及
・
促
進
も
進
め
て
お

り
、
70
歳
ま
で
の
雇
用
継
続

も
視
野
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

中
高
年
社
員
の
増
加
を
見

据
え
て
、
東
京
都
で
は
、「
中

高
年
勤
労
者
福
祉
推
進
員

（
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
）
養
成
講
座
」
を
開
講

す
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
講
座
は
、
中
小
企
業

事
業
主
や
人
事
担
当
者
な
ど

を
対
象
に
、
社
員
の
退
職
後

の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

助
言
で
き
る
人
材
を
養
成
す

る
こ
と
が
目
的
で
、「
税
金
」

「
年
金
」「
法
律
」「
キ
ャ
リ

ア
開
発
」「
介
護
」「
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
」
な
ど
の
講
習
を

修
了
し
た
人
に
、
東
京
都
知

事
名
の
修
了
証
書
が
授
与
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
認
定
ま
で
は
受

け
な
く
て
も
、
自
社
の
中
高

年
社
員
に
向
け
て
、
こ
れ
か

ら
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
つ
い

て
の
社
内
研
修
を
開
い
た

り
、
退
職
を
控
え
た
社
員
に

退
職
後
の
社
会
保
険
や
年
金

等
の
手
続
き
を
ま
と
め
た
小



厚生年金基金、第３号被保険者の対応
　第 183 回の通常国会において、「公的年

金制度の健全性及び信頼性の確保のため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法

律」が成立しました。「1」は厚生年金基

金に入っている企業にとっては大事な改

正です。「2」は企業に勤めている人には

直接は関係ない話ですが、人事担当者と

して知っておいて損はない情報ですので、

ご一読ください。

■厚生年金基金制度の見直し（厚生年金保険法等の一部改正）

①施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。

②施行日から 5 年間の時限措置として特例解散制度を見直し、厚生年金基金

の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設

ける。

③施行日から 5 年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさ

ない厚生年金基金については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴

いて、解散命令を発動できるようにする。

④上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金

等への積立金の移行について特例を設ける。

■第３号被保険者の記録不整合問題への対応（国民年金法の一部改正）

①不整合の期間を有する者の届出により、その不整合の期間を「合算対象

期間」（年金額には反映されないが受給資格期間には算入される期間）と

して取扱うこととする規定を設け、無年金となることを防止する。

②過去 10 年間の不整合の期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機

会を提供する（平成 27 年 4 月から 3 年間の時限措置）

施行日…公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で

　　　　定める日

　　　　※つまり、まだ具体的に、いつから施行されるかは未定です。

施行日…平成 25 年 7 月 1 日（ただし、②の規定は、平成 27 年 3 月 31 日

　　　　までは適用されない）

　※第 3 号被保険者の記録不整合問題については、特例追納の制度は

　　平成 27 年 4 月から 3 年間の措置となっていますが、不整合の期間

　　を合算対象期間とするための届出の制度は本年 7 月 1 日から施行

　　されています。

サラリーマン（第 2 号被保険者）の被扶養配偶者である第 3 号被保険者（専

業主婦等）が、第 2 号被保険者の離職などにより、実態としては第 1 号被

保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金

記録上は第 3 号被保険者のままとなっていて不整合が生じている（つまり、

年金額が多く計算されてしまっている）問題について、政府は下記のこと

を決めました。

最終的には、年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整

合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正する（つまり、正しい額まで、

年金額を減らす）ということです。
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寝
不
足
等
が
原
因
で
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事

中
に
ウ
ト
ウ
ト…

。
誰
し
も

そ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
る
と

思
い
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す
が
、
海
外
で
は
居

眠
り
が
原
因
で
「
会
社
に
あ

わ
や
大
損
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と
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が
起
き
、
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汰
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で
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し
ま
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た
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ド
イ
ツ
の
銀
行
で
、
行
員

が
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
中
に
一

瞬
だ
け
居
眠
り
を
し
て
し
ま

い
、
大
金
（
日
本
円
で
約
287

億
円
）
を
誤
っ
て
送
金
し
そ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

銀
行
は
、
事
態
を
重
く
み

て
上
司
で
あ
る
女
性
（
48
歳
）

を
解
雇
処
分
と
し
ま
し
た
が
、

労
働
裁
判
所
は
「
重
大
ミ
ス

で
は
あ
る
も
の
の
、
意
図
的

で
は
な
く
解
雇
理
由
に
は
な

ら
な
い
。
譴
責
（
け
ん
せ
き
）

に
と
ど
め
る
べ
き
」
と
の
判

断
を
下
し
、
女
性
の
復
職
と

賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
ま

し
た
。

　

こ
の
行
員
は
、
パ
ソ
コ
ン

で
送
金
額
（
62.4
ユ
ー
ロ
）
を

入
力
す
べ
き
と
こ
ろ
、
キ
ー

ボ
ー
ド
に
指
を
置
い
た
ま
ま

一
瞬
居
眠
り
を
し
、
誤
っ
て

「
２
億
２
２
２
２
万
２
２
２…

ユ
ー
ロ
（
約
287
億
円
）
」
と
入

力
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
ミ
ス
が
判
明
し

て
修
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
銀

行
は
「
上
司
が
監
督
責
任
を

果
た
さ
ず
、
誤
入
力
を
見
逃

し
た
」
と
し
て
解
雇
処
分
と

し
ま
し
た
が
、
上
司
の
女
性

は
「
処
分
は
不
当
で
あ
る
」

と
訴
え
て
い
ま
し
た
。

　

居
眠
り
を
し
て
し
ま
い
そ

う
な
ほ
ど
眠
い
と
き
に
、
効

果
的
な
の
は
「
昼
寝
」
で
す

昼
寝
研
究
の
第
一
人
者
と
言

わ
れ
て
い
る
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
の
サ
ラ
・
メ
ド

ニ
ッ
ク
氏
は
、「
１
時
間
半

の
昼
寝
は
一
晩
分
の
睡
眠
に

等
し
い
」
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
会
社
で
１
時
間
半
も
の

昼
寝
を
す
る
こ
と
は
現
実
的

に
は
不
可
能
で
す
が
、
昼
休

み
の
時
間
を
利
用
し
て
10
分

～
数
十
分
程
度
の
昼
寝
を
す

る
だ
け
で
も
、
疲
労
回
復
に

よ
り
、
午
後
の
業
務
の
効
率

ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
昼
寝
用
の
専
用

部
屋
を
用
意
す
る
企
業
も
あ

る
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
、

午
前
中
に
居
眠
り
を
し
て
し

ま
っ
て
は
、
何
に
も
な
り
ま

せ
ん
が…

。



社
会
人
の
学
び
直
し
と
は

国
に
よ
る
支
援
の
内
容

学
び
直
し
に
注
目

雇
用
保
険
制
度
見
直
し

　

現
在
、
厚
生
労
働
省
で
は
雇

用
保
険
制
度
の
見
直
し
を
す
す

め
て
い
ま
す
が
、
現
在
挙
げ
ら

れ
て
い
る
論
点
案
は
次
の
通
り

で
す
。 

①
個
別
延
長
給
付
・
雇
止
め
に

　

よ
る
離
職
者
の
給
付
日
数
の

　

充
実

②
雇
用
保
険
二
事
業
に
要
す
る

　

費
用
の
失
業
給
付
等
の
積
立

　

金
か
ら
の
借
入
れ

③
労
働
移
動
・
学
び
直
し
の
支

　

援
措
置

④
基
本
手
当
の
水
準
（
給
付
率
、

　

給
付
日
数
）

⑤
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

⑥
教
育
訓
練
給
付

⑦
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー
へ

　

の
対
応

⑧
65
歳
以
上
の
者
へ
の
対
応

⑨
求
職
者
支
援
制
度

⑩
財
政
運
営

　

こ
の
う
ち
、
今
、
特
に
注
目

さ
れ
て
い
る
の
が
③
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
学
び
直
し
で
す
。

現
在
、「
行
き
過
ぎ
た
雇
用
維
持

型
」
か
ら
「
労
働
移
動
支
援
型
」

へ
の
政
策
転
換
を
図
り
、
雇
用

を
流
動
化
さ
せ
、
成
長
分
野
（
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
、
都
市
再
生
、

農
林
水
産
業
の
高
度
化
等
）
へ

の
転
職
を
促
進
さ
せ
る
た
め
、

国
は
社
会
人
の
学
び
直
し
に
力

を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
支
援
策
と
し
て
、

社
会
人
が
専
門
知
識
を
学
び
直

せ
る
よ
う
に
大
学
や
専
門
学
校

の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
に
対

し
て
助
成
を
行
う
方
針
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
６
月
下
旬
に
厚
生
労

働
省
の
職
業
安
定
分
科
会
雇
用

保
険
部
会
で
示
さ
れ
た
資
料
の

中
で
、
社
会
人
へ
の
支
援
と
し

て
「
若
年
者
等
の
学
び
直
し
に

対
す
る
支
援
」「
非
正
規
雇
用
労

働
者
等
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の

た
め
の
自
発
的
な
職
業
訓
練
に

対
す
る
支
援
」
を
挙
げ
、
企
業

へ
の
支
援
と
し
て
「
従
業
員
の

学
び
直
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講

を
支
援
す
る
事
業
主
へ
の
手
厚

い
経
費
助
成
」
を
挙
げ
て
い
ま

す
。

　社会福祉施設の職員を対象にコンピテンシーのフォ

ローアップ研修を実施しています。

　コンピテンシーとは、「高い成果を上げる人の行動

特性」のことですが、この施設では、一年前に各施設

の職員全員に集まって頂き、自分の職種に対してのコ

ンピテンシーを一人一人考えて頂きました。

　例えば、介護職員のコンピテンシーとしては、「利

用者にいつもと違う状態が見られた場合やご家族から

得た情報等は、上司・職員・ケアマネに詳細に報告し、

ケース記録に記載して情報の共有を図るようにしてい

る」というように、全員で実践していけるように具体

的な行動を書き出してもらいました。

　そして、その中でも特に必要だと思うコンピテン

シーをいくつか選んで、行動実践手帳を作成し、普段

の業務の中で常に意識して行動できるように、月に一

度、実践行動ができているかのアンケートまで実施し

ています。

　すると、自然にその実践行動が少しずつできるよう

になり、施設全体での一人一人の行動が、自分達では

気づかないうちに向上しています。また、新たに入職

してきた職員もこれがこの施設では当たり前の行動な

のかと思い、自然にこのコンピテンシー実践行動がで

きるようになっています。

　そこで今回は、その実践行動を少しレベルアップし

たり、みんなが当たり前にできるようになった実践行

動は手帳から外していくなど、もう一度皆さんで、自

分達が普段意識して行動しているこのコンピテンシー

を考えて頂きました。

　このように、自分達でコンピテンシーを考えて、実

践行動していくと自然と施設全体の職員一人一人の行

動に変化があり、またご利用者やご家族また地域の

方々からの声にも変化が現れます。この研修は、全員

で考え、そして気づきがあり、全員で実践していくと

コンピテンシーのフォローアップ研修

日　時：7月 23 日～ 8月 21 日

参加者：社会福祉法人　一般職員　250 名

講　師：上田正順・池田裕輔

ころに良さがありま

す。ぜひコンピテン

シー研修をご活用く

ださい。

　　　（担当：池田）

・一括有期事業開始届の提出（建設業）

　主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が

　1 億 9000 万円未満の工事

・7 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

・7 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付

・個人事業税の納付＜第 1 期＞

・6 月決算法人の確定申告・12 月決算法人の中間申告

・9 月・12 月・翌年 3 月決算法人の消費税の中間申告

・個人事業者の当年分消費税の中間申告

・個人の都道府県民税・市町村民税の納付＜第 2 期＞

8/10

8/31

お仕事カレンダー



厚生年金の繰り上げ受給 １ヶ月につき 0.5%減額

年金を早めに受け取りたい、あるいは生活に余裕がある

ので受取りをしばらく延ばしたい…人により考え方はさ

まざまです。そんな時のために繰り上げ・繰り下げ受給

という制度をご紹介いたします。

■基礎年金（国民年金）

受給は原則 65 歳からですが、60 歳以降のいつからでも

可能です。ただし、1 カ月早めるごとに本来の受給額か

ら 0.5% ずつ減額されます。減額された年金額は生涯続

きますので、注意が必要です。

また、①その期間中に障害を負っても障害基礎年金を受

給できない②寡婦年金が受け取れないなどのデメリッ

トもあります。

■受給総額

本来通りに受給する場合と比べて「損得」が気になる

ところですが、こればかりは何とも言えません。人に

はそれぞれ事情がありますし、どれだけ長生きするの

かも分からないからです。

ただ、単純に受給総額だけでみると、60 歳から受給し

た場合は 76 歳半ばで本来受給の場合に追い越されます。

その分岐点は 61 歳からだと 77 歳半ば、64 歳からだと

80 歳半ばです。

■厚生年金（報酬比例部分）

受給は原則 65 歳からですが、現在はその年齢に引き上

げ途中です。1953 年 4 月 2 日以降生まれの男性の人が

受給できるのは 61 歳以降からになりましたので、これ

も 60 歳から繰り上げ受給が可能です。

減額率は基礎年金と同じですが、厚生年金を繰り上げ

ると、同時に基礎年金も繰り上げなければなりません。

基礎年金だけを厚生年金の受給開始年齢より繰り上げ

ることもできません。

女性の受給開始年齢の引き上げは男性の 5 年遅れです

ので、まだ 60 歳代前半に報酬比例部分に加えて定額部

分も支給される人がいます。この場合の基礎年金の繰

り上げ方法は 2 通りありますので、ご相談ください。

60 歳 61 歳 65 歳

報酬比例部分 厚生年金

基礎年金

基礎年金だけ 61 歳からに繰り上げると
24%（0.5%×48 ヶ月）減額

報酬比例部分を 60 歳からに繰り上げると
6%（0.5%×12 ケ月）減額
さらに基礎年金は 30%（0.5%×60 ヶ月）
減額
※基礎年金だけを 60 歳からに繰り上げる
　ことはできません

S24.4.2
～

S28.4.1

S29.4.2
～

S33.4.1

老齢厚生年金報酬比例部分

老齢基礎年金

S28.4.2
～

S30.4.1

S33.4.2
～

S35.4.1

老齢厚生年金

老齢基礎年金

S30.4.2
～

S32.4.1

S35.4.2
～

S37.4.1

老齢厚生年金

老齢基礎年金

S32.4.2
～

S34.4.1

S37.4.2
～

S39.4.1

老齢厚生年金

老齢基礎年金

S34.4.2
～

S36.4.1

S39.4.2
～

S41.4.1

老齢厚生年金

老齢基礎年金

S36.4.2
～

S41.4.2
～

老齢厚生年金

老齢基礎年金

60歳　61 歳　62 歳　63 歳　64 歳　65 歳
＜男性＞　＜女性＞

代表取締役　上田　正順

火の国・熊本の夏を彩る「火の国まつり」が開催され

ます。メインイベントの「おてもやん総おどり」では、

おてもやんのメロディとサンバのリズムで一体となっ

た約 5000 人の踊り手が、市内中心部を踊り歩きます。

小グループでの飛び入り参加も可能で、家族や友人と

一緒に参加することもできます。城下町や街中の各所

でさまざまなイベントも催される予定です。

〒862-0949  熊本市中央区国府 1-13-5  2Ｆ
TEL  ：096-211-6055　FAX：096-211-6065
URL：http://brainstar.jp

火の国まつり

おてもやん総おどり
3日 19：00 ～

（2013 年 8 月 2日～ 3日）


